
平成 27 年 12 月 14 日 

 

係争に関する途中経過のご報告 

  

 原告側辰巳菱機が被告側アステックスに対して提起した東京地方裁

判所平成 25 年(り)第 30375 号特許権侵害差止、損害賠償請求事件 に

ついて、東京地方裁判所は、平成 27 年 9 月 17 日に、「被告は原告 

に対し、平成 27 年 10 月 31 日までに、金 2000 万円を支払ベし 」

との勧 告をし、和解が成立した。 

 これは、裁判所が、原告特許権に対する被告の侵害を認め、和 解で

解決することを適切とし、勧告したものであった。その中で、 裁判書

は、和解金額及びその支払時期について、被告の支払可能 性を調整・

考慮したものであった。原告は、裁判所の勧告である から、これに応

じ、被告も、これを納得して和解に応じた。 

 しかるに、被告アステックス社は、平成 27 年 10 月 31 日の期日

を 経過して現在に至るまで 1 円の支払もしない。 

 これは、公的な約定に反し、かつ社会的にも誠意を欠くもので あ

る。 

 したがって、原告辰巳菱機は、確定判決と同一の効力を有する 和解

調書に基づき、被告の有する不動産、動産、債権(預金、売掛 金他)な

どの財産に対して強制執行を行わざるを得ず、また現在行 いつつあ

る。 

 各位におかれましても、事案及び原告の立場を御理解して対処いた

だきたい。 

 以上、宜しくお願い申し上げます。 

株式会社 辰巳菱機 

代表取締役  近藤豊嗣 



平成２７年 11 月 6 日  

関係各位  

株式会社 辰巳菱機  

 

 

お 知 ら せ 

 

 弊社の㈱アステックスに対する低圧負荷試験装置特許権 

（特許第３７１８８７５号）の侵害訴訟（東京地裁平成２５年（ワ）第

３０３７５号）は、平成２７年９月１７日付けで㈱アステックスが弊社

に対して和解金として２０００万円を支払う内容で和解が成立しまし

た。 

 しかしながら、㈱アステックスは期日までに和解金を支払わず裁判上

の和解に基づく義務を履行していない状態です。 

 弊社としましては、㈱アステックスに対する差押え等、強制執行の準

備をしているところですので、その旨お知らせ致します。 

以 上 



平成２７年 6 月 23 日  

関係各位  

株式会社 辰巳菱機  

 

 

お 知 ら せ 

 

 弊社の㈱アステックスに対する低圧負荷試験装置特許権(特許第 3 7 1 

8 8 7 5 号)の侵害訴訟(東京地裁(ﾜ)第 30 3 7 5 号事件)は、大詰めを

迎え、現在、裁判所で次のような審理がなされています。 

 

１ 裁判所は、アステックス社の特許侵害を認め、アステックス社に 

 よる当社特許の無効の主張をしりぞけています。 

 

２ アステックス社が当社に支払うべき損害賠償額について、話し合い 

 が進められています。 

以 上 



平成２７年３月２日  

関係各位  

株式会社 辰巳菱機  

 

 

お 知 ら せ 

 

  弊社は、株式会社アステックスに対し、弊社が保有する下記特許権       

 を侵害したとして、高圧負荷抵抗器の製造、販売、賃貸等の差し止め 

 と損害賠償を求め、東京地方裁判所に提訴いたしましたので、ご報告 

 致します（東京地方裁判所平成２７年（ワ）第５５４２号 特許権侵 

 害差止等請求事件）。 

  ＜本件特許権の表示＞ 

    特許第 ３７１８８７４ 号 

    発明の名称「発電機通電試験用負荷抵抗器」 

 

  訴訟結果につきましては、確定しましたら改めてご報告する予定で 

 す。 



平 成 26 年 6 月 24 日  

関 係 各 位  

株 式 会 社  辰 巳 菱 機  

 

 

お 知 ら せ  

 

  弊 社 は 、 株 式 会 社 ア ス テ ッ ク ス に 対 し 、 東 京 地 方 裁 判 所 に 、 弊

社 所 有 の 次 の 特 許 権 (以 下 、 ｢本 件 特 許 権 ｣ま た は ｢本 件 特 許 発 明 ｣)

を ア ス テ ッ ク ス 社 の 製 造 販 売 に な る 負 荷 抵 抗 器 が 抵 触 し て い る と

し て 、平 成 25 年 11 月 18 日 に 提 訴 い た し ま し た (東 京 地 裁 平 成

25 年 (ﾜ)第 30375 号 事 件 )(以 下 、 ｢本 訴 ｣)。  

＜ 本 件 特 許 権 の 表 示 ＞  

特 許 第 371887 号  

発 明 の 名 称 ｢発 電 機 通 電 試 験 用 簡 易 型 負 荷 抵 抗 器 ｣ 

  

   平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ２ ３ 日 の 期 日 で 、 裁 判 所 よ り 本 訴 の 見 解 を 示 さ  

 れ ま し た の で お 知 ら せ い た し ま す 。  

 

  裁 判 所 が 弊 社 の 主 張 を 認 め た こ と に よ り 、 ア ス テ ッ ク ス 社 製 品  

 は 、 本 件 特 許 発 明 を 侵 害 し た こ と を 示 さ れ ま し た 。  

ま た 、 本 件 特 許 権 に は 、 ア ス テ ッ ク ス 社 が 主 張 す る よ う な 無 効

原 因 は な い と さ れ ま し た 。 今 後 、 本 訴 で は ア ス テ ッ ク ス 社 の 侵 害

行 為 に よ っ て 弊 社 の こ う む っ た 損 害 額 の 主 張 ・ 立 証 に 進 み ま す 。  

   

  以 上 の と お り で す の で 、 各 位 に お か れ ま し て は 、 本 件 特 許 権 侵

害 の 製 品 の 使 用 を 控 え ら れ る よ う 申 し 上 げ ま す 。  

特 許 侵 害 品 の 使 用 は 、 や は り 特 許 侵 害 と な り 、 使 用 停 止 、 損 害

賠 償 請 求 の 対 象 と な り ま す 。  
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